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(57)【要約】
【課題】静電シールドと視差バリアとが設けられる液晶
表示装置において、光の透過率が低下するのを抑制する
ことが可能な液晶表示装置を提供する。
【解決手段】この液晶表示装置１００は、画素選択用の
薄膜トランジスタ３が設けられるＴＦＴ基板１と、ＴＦ
Ｔ基板１と対向するように配置される対向基板２と、Ｔ
ＦＴ基板１と対向基板２との間に設けられる液晶層９と
、ＴＦＴ基板１または対向基板２のうちの一方に設けら
れ、導電性を有するとともに静電シールドとして機能す
るパララックスバリア１０とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画素選択用の薄膜トランジスタが設けられる第１基板と、
　前記第１基板と対向するように配置される第２基板と、
　前記第１基板と前記第２基板との間に設けられる液晶層と、
　前記第１基板または前記第２基板のうちの一方に設けられ、導電性を有するとともに静
電シールドとして機能する視差バリアとを備える、液晶表示装置。
【請求項２】
　前記導電性を有する視差バリアは、複数の視差バリア部を含み、
　前記複数の視差バリア部は、互いに電気的に接続されるとともに、所定の電位に電気的
に接続されている、請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記電気的に接続される複数の視差バリア部は、短冊状または市松状の開口部の間の部
分により形成されているか、または、前記視差バリアに島状に設けられる複数の開口部の
間の部分により形成されている、請求項２に記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記静電シールドとして機能する視差バリアを前記所定の電位に電気的に接続するため
の導通部をさらに備える、請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記静電シールドとして機能する視差バリアは、前記視差バリアが設けられた前記第１
基板または前記第２基板のうちの一方の側端面近傍に少なくとも設けられ、
　前記導通部は、前記視差バリアが設けられた前記第１基板または前記第２基板のうちの
一方の側端面側で前記視差バリアと電気的に接続するように構成されている、請求項４に
記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記所定の電位は、共通電位または接地電位である、請求項２～５のいずれか１項に記
載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記第１基板側に設けられ、前記薄膜トランジスタのソース／ドレインの一方に接続さ
れる画素電極と、
　前記画素電極の表面上に設けられる絶縁膜と、
　前記第１基板側に設けられ、前記絶縁膜を挟んで前記画素電極と対向するように配置さ
れる共通電極とをさらに備え、
　前記静電シールドとして機能する視差バリアは、前記第２基板の表面上に設けられてい
る、請求項１～６のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記静電シールドとして機能する視差バリアを前記所定の電位に電気的に接続するため
の導通部をさらに備え、
　前記導通部は、前記視差バリアを前記第１基板側に電気的に接続するように構成されて
いる、請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】
　前記視差バリアは、前記第２基板の前記第１基板側の表面上に形成され、
　前記視差バリアの前記第１基板側の表面上に設けられる透光膜と、
　前記透光膜の前記第１基板側の表面上に設けられるカラーフィルターとをさらに備える
、請求項７または８に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記透光膜は、前記視差バリアを介して表示される画像により複数の方向に対して個別
に表示を行なう場合、または、前記視差バリアを介して表示される画像により立体表示を
行なう場合に必要な前記視差バリアと前記カラーフィルターとの間隔に対応する厚みを有
する、請求項９に記載の液晶表示装置。
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【請求項１１】
　前記第１基板側に設けられ、前記薄膜トランジスタのソース／ドレインの一方に接続さ
れる画素電極と、
　前記第２基板側に設けられ、前記液晶層を挟んで前記画素電極と対向するように設けら
れる共通電極とをさらに備え、
　前記静電シールドとして機能する視差バリアは、前記第１基板の前記第２基板とは反対
側の表面上に設けられている、請求項１～６のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　前記視差バリアの表面には、前記視差バリアに入射した光が反射するのを抑制するため
の反射抑制部が設けられている、請求項１～１１のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に関し、特に、静電シールドが設けられる液晶表示装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、静電シールドが設けられる液晶表示装置が知られている（たとえば、特許文献１
参照）。上記特許文献１には、画素電極および共通電極が素子基板側に設けられるＦＦＳ
（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）方式の液晶表示装置が開示されてい
る。ＦＦＳ方式などの横電界方式の液晶表示装置では、対向基板側に電極が設けられない
ため、対向基板側に静電気などの電荷が蓄積されやすくなる。そこで、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉ
ｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ：酸化インジウムスズ）などの透明電極（静電シールド）が対
向基板の略全面に形成されている。
【０００３】
　また、従来、視差バリアが設けられる液晶表示装置が知られている（たとえば、特許文
献２参照）。上記特許文献２に記載の液晶表示装置は、薄膜トランジスタが設けられる素
子基板と、素子基板と対向するように設けられる対向基板と、素子基板と対向基板とに挟
まれる液晶層とを備え、対向基板の素子基板と反対側には複数の短冊状の視差バリア（パ
ララックスバリア）が設けられている。そして、この液晶表示装置では、液晶層上に表示
される画像を２つの画像から構成し、第１の観察者がパララックスバリアを介して２つの
画像のうちの一方を観察するとともに、第１の観察者とは異なる位置にいる第２の観察者
がパララックスバリアを介して２つの画像のうちの他方を観察することにより、第１の観
察者および第２の観察者がそれぞれ異なる画像を観察できるように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－５１２６３号公報
【特許文献２】特開２００８－１６４８９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載の静電シールドが設けられる液晶表示装置に、上
記特許文献２に記載の視差バリアを形成する場合、対向基板の表面上に形成される透明電
極からなる静電シールドによって光の透過率が低下するとともに、視差バリアによっても
光の透過率が低下するという問題点がある。
【０００６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の１つ
の目的は、静電シールドと視差バリアとが設けられる液晶表示装置において、光の透過率
が低下するのを抑制することが可能な液晶表示装置を提供することである。
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【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００７】
　上記目的を達成するために、この発明の一の局面における液晶表示装置は、画素選択用
の薄膜トランジスタが設けられる第１基板と、第１基板と対向するように配置される第２
基板と、第１基板と第２基板との間に設けられる液晶層と、第１基板または第２基板のう
ちの一方に設けられ、導電性を有するとともに静電シールドとして機能する視差バリアと
を備える。
【０００８】
　この一の局面による液晶表示装置では、上記のように、導電性を有するとともに静電シ
ールドとして機能する視差バリアを備えることによって、たとえば静電シールドとして機
能しない視差バリアと、視差バリアとは別個に静電シールドとして機能する透明電極とを
第１基板または第２基板の全面に設ける場合と異なり、透明電極からなる静電シールドを
設けなくてよい分、光（バックライトの光）の透過率が小さくなるのを抑制することがで
きる。これにより、光の透過率が低下するのを抑制しながら、静電気の影響を抑制するこ
とができる。また、視差バリアが静電シールドとして機能することによって、静電シール
ドを別個に設ける場合に比べて、液晶表示装置の構成を簡略化することができる。また、
この静電シールドとして機能する視差バリアを第１基板または第２基板のうちの一方に設
けることによって、第１基板または第２基板とは別個に、ガラス基板上に複数の遮光バリ
アを設けたパララックスバリアを別途作成して接着材などにより貼り合わせる場合と比べ
て、ガラス基板を設けなくてよい分、液晶表示装置の構成を簡略化することができる。
【０００９】
　上記一の局面による液晶表示装置において、好ましくは、導電性を有する視差バリアは
、複数の視差バリア部を含み、複数の視差バリア部は、互いに電気的に接続されるととも
に、所定の電位に電気的に接続されている。このように構成すれば、複数の視差バリア部
が互いに電気的に接続されるので、個々の視差バリア部に蓄積された電荷を所定の電位側
に放電することができる。これにより、視差バリア部に蓄積された電荷によって液晶表示
装置に表示される画像が乱れるのを抑制することができる。
【００１０】
　この場合において、好ましくは、電気的に接続される複数の視差バリア部は、短冊状ま
たは市松状の開口部の間の部分により形成されているか、または、視差バリアに島状に設
けられる複数の開口部の間の部分により形成されている。このように構成すれば、電気的
に接続される複数の視差バリア部によって静電気が蓄積されるのを抑制しながら、開口部
から観察される画素に右眼用画像または左眼用画像を表示させることにより、３次元（立
体）表示を行うことができる。また、電気的に接続される複数の視差バリア部によって静
電気が蓄積されるのを抑制しながら、開口部から観察される画素に第１の観察者用画像ま
たは第２の観察者用画像を表示させることにより、第１の観察者と第２の観察者とに異な
る画像を観察させることができる。
【００１１】
　上記一の局面による液晶表示装置において、好ましくは、静電シールドとして機能する
視差バリアを所定の電位に電気的に接続するための導通部をさらに備える。このように構
成すれば、導通部により、確実に視差バリアを所定の電位に電気的に接続することができ
る。
【００１２】
　この場合において、好ましくは、静電シールドとして機能する視差バリアは、視差バリ
アが設けられた第１基板または第２基板のうちの一方の側端面近傍に少なくとも設けられ
、導通部は、視差バリアが設けられた第１基板または第２基板のうちの一方の側端面側で
視差バリアと電気的に接続するように構成されている。このように構成すれば、導通部を
用いて、容易に視差バリアを側端面側から所定の電位に電気的に接続することができる。
【００１３】
　上記複数の視差バリア部が互いに所定の電位に電気的に接続される構成において、好ま
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しくは、所定の電位は、共通電位または接地電位である。このように構成すれば、視差バ
リアに蓄積された電荷を容易に放電することができる。
【００１４】
　上記一の局面による液晶表示装置において、好ましくは、第１基板側に設けられ、薄膜
トランジスタのソース／ドレインの一方に接続される画素電極と、画素電極の表面上に設
けられる絶縁膜と、第１基板側に設けられ、絶縁膜を挟んで画素電極と対向するように配
置される共通電極とをさらに備え、静電シールドとして機能する視差バリアは、第２基板
の表面上に設けられている。このように構成すれば、視野角の大きいＦＦＳなどの横電界
方式の液晶表示装置が構成される。この場合、横電界方式の液晶表示装置では、電極が設
けられない第２基板側に静電気などの電荷が蓄積されやすくなる一方、静電シールドとし
て機能する視差バリアを第２基板の表面上に設けることにより、透過率が低下するのを抑
制しながら第２基板側に電荷が蓄積されるのを抑制することができる。
【００１５】
　この場合において、好ましくは、静電シールドとして機能する視差バリアを所定の電位
に電気的に接続するための導通部をさらに備え、導通部は、視差バリアを第１基板側に電
気的に接続するように構成されている。このように構成すれば、たとえば、導通部を用い
て視差バリアを第２基板側から第１基板側の共通電位（共通電極）に電気的に接続するだ
けで、容易に視差バリアに蓄積された電荷を放電することができる。
【００１６】
　上記視差バリアを第２基板の表面上に設ける構成において、好ましくは、視差バリアは
、第２基板の第１基板側の表面上に形成され、視差バリアの第１基板側の表面上に設けら
れる透光膜と、透光膜の第１基板側の表面上に設けられるカラーフィルターとをさらに備
える。このように構成すれば、視差バリアを第２基板の第１基板側の表面上に形成する場
合にも、視差バリアにより３次元（立体）表示などを行う際に必要な視差バリアとカラー
フィルターとの所定の間隔を、視差バリアとカラーフィルターとの間に所定の間隔に対応
する厚みの透光膜を設けることにより容易に得ることができる。
【００１７】
　この場合において、好ましくは、透光膜は、視差バリアを介して表示される画像により
複数の方向に対して個別に表示を行なう場合、または、視差バリアを介して表示される画
像により立体表示を行なう場合に必要な視差バリアとカラーフィルターとの間隔に対応す
る厚みを有する。このように構成すれば、視差バリアを介して液晶表示装置により複数方
向に異なる観察者用画像の表示を行うか、または、３次元（立体）表示を行うかに応じて
透光膜の厚みを調節することにより、容易に、視差バリアとカラーフィルターとの距離を
表示目的に応じた距離に設定することができる。
【００１８】
　上記一の局面による液晶表示装置において、好ましくは、第１基板側に設けられ、薄膜
トランジスタのソース／ドレインの一方に接続される画素電極と、第２基板側に設けられ
、液晶層を挟んで画素電極と対向するように設けられる共通電極とをさらに備え、静電シ
ールドとして機能する視差バリアは、第１基板の第２基板とは反対側の表面上に設けられ
ている。このように構成すれば、画素電極と共通電極とが液晶層を挟んで対向するように
設けられる縦電界方式の液晶表示装置が構成される。また、静電シールドとして機能する
視差バリアにより、容易に、透過率が低下するのを抑制しながら第１基板側から印加され
る静電気から液晶表示装置を保護することができる。
【００１９】
　上記一の局面による液晶表示装置において、好ましくは、視差バリアの表面には、視差
バリアに入射した光が反射するのを抑制するための反射抑制部が設けられている。このよ
うに構成すれば、視差バリアに反射した光により、液晶表示装置に表示される画像が見え
にくくなるのを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
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【図１】本発明の第１実施形態による液晶表示装置の断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態による液晶表示装置の平面図である。
【図３】本発明の第１実施形態による液晶表示装置のパララックスバリアの平面図である
。
【図４】本発明の第１実施形態による液晶表示装置の画素の断面図である。
【図５】本発明の第１実施形態による液晶表示装置の端部近傍の断面図である。
【図６】本発明の第１実施形態による液晶表示装置の３次元表示について説明するための
図である。
【図７】本発明の第１実施形態による液晶表示装置の２画面表示について説明するための
図である。
【図８】本発明の第２実施形態による液晶表示装置の断面図である。
【図９】本発明の第３実施形態による液晶表示装置の断面図である。
【図１０】本発明の第３実施形態による液晶表示装置の画素の断面図である。
【図１１】本発明の第４実施形態による液晶表示装置の断面図である。
【図１２】本発明の第４実施形態による液晶表示装置の画素の断面図である。
【図１３】本発明の第１～第４実施形態の第１変形例による液晶表示装置のパララックス
バリアの平面図である。
【図１４】本発明の第１～第４実施形態の第２変形例による液晶表示装置のパララックス
バリアの平面図である。
【図１５】本発明の第１～第４実施形態の第３変形例による液晶表示装置のパララックス
バリアの平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２２】
（第１実施形態）
　図１～図５を参照して、本発明の第１実施形態による液晶表示装置１００の構成につい
て説明する。
【００２３】
　本発明の第１実施形態による液晶表示装置１００では、図１に示すように、ガラスから
なるＴＦＴ基板１とガラスからなる対向基板２とが対向するように配置されている。なお
、ＴＦＴ基板１および対向基板２は、それぞれ、本発明の「第１基板」および「第２基板
」の一例である。ＴＦＴ基板１側には、画素選択用の薄膜トランジスタ３（ＴＦＴ）と、
画素電極４と、共通電極５とが設けられている。また、対向基板２のＴＦＴ基板１側（Ｚ
２方向側）の表面上には、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）および青（Ｂ）のカラーフィルター６が設
けられている。なお、液晶表示装置１００には、複数の画素７が設けられており、画素７
ごとにカラーフィルター６が設けられている。ＴＦＴ基板１と対向基板２とは、シール材
８により張り合わされており、ＴＦＴ基板１と対向基板２との間には、液晶層９がシール
材８により封入されている。一方、対向基板２のＴＦＴ基板１と反対側（Ｚ１方向側）の
表面上には、パララックスバリア１０が形成されている。なお、パララックスバリア１０
は、本発明の「視差バリア」の一例である。
【００２４】
　図２に示すように、ＴＦＴ基板１は、平面的に見て、対向基板２よりも大きく形成され
ており、ＴＦＴ基板１のＸ２方向側の一部（端部）が対向基板２からはみ出すようにＴＦ
Ｔ基板１と対向基板２とが配置されている。なお、ＴＦＴ基板１の対向基板２からはみ出
した領域の表面上には、共通電極５（ＣＯＭ）に接続される配線１１が設けられている。
また、ＴＦＴ基板１の液晶層９側と反対側（Ｚ２方向側）の表面上には、偏光板１２が設
けられている。
【００２５】
　また、対向基板２のＴＦＴ基板１側と反対側に設けられたパララックスバリア１０は、
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クロム（Ｃｒ）、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）またはニッケル（Ｎｉ）などの金属
膜から構成されている。パララックスバリア１０は、遮光性を有し、視差バリアとして機
能する。また、パララックスバリア１０は、金属膜からなることにより、外部からの静電
気から装置を保護するとともに、対向基板２側に蓄積される電荷を放電するための静電シ
ールドとして機能する。
【００２６】
　また、図３に示すように、パララックスバリア１０は、対向基板２の表面上の略全面に
わたって形成されている。また、パララックスバリア１０は、Ｙ方向に延びるように形成
される複数の矩形状の開口部１０ａ（スリット）が設けられている。この開口部１０ａと
開口部１０ａとの間（パララックスバリア部１０ｂ）によって、光を遮光するように構成
されている。なお、パララックスバリア部１０ｂは、本発明の「視差バリア部」の一例で
ある。なお、パララックスバリア１０に開口部１０ａが設けられていることにより、たと
えば静電シールドとして透明電極を対向基板２上に全面に設ける場合と異なり、開口部１
０ａが設けられる分、光の透過率が低下するのが抑制される。また、第１実施形態では、
このパララックスバリア部１０ｂのそれぞれは、パララックスバリア部１０ｂの外周縁部
でつながっており、各パララックスバリア部１０ｂが同電位となるように電気的に接続さ
れている。また、パララックスバリア１０の対向基板２と反対側（Ｚ１方向側）の表面上
には、偏光板１３が形成されている。
【００２７】
　また、図１および図３に示すように、第１実施形態では、パララックスバリア１０は、
平面的に見て、対向基板２の側端面近傍に少なくとも設けられている。つまり、パララッ
クスバリア１０は、平面的に見て対向基板２のＸ２方向側の側端面２ａに沿うように設け
られている。一方、パララックスバリア１０は、対向基板２のＸ１方向側の側端面２ｂの
近傍には形成されていない。このため、パララックスバリア１０は、Ｘ２方向側の側端面
が外部（Ｘ２方向側）に露出するように形成されている。また、１実施形態では、パララ
ックスバリア１０は、対向基板２の側端面２ａ近傍で２つの導通部１４と接続することに
より、パララックスバリア１０が導通部１４を介して配線１１に接続されている。これに
より、パララックスバリア１０は、導通部１４を介してＴＦＴ基板１上の配線１１と電気
的に接続され、配線１１を介して共通電位（ＣＯＭ）に電気的に接続されている。
【００２８】
　画素７の断面構造としては、図４に示すように、ＴＦＴ基板１の表面上に、ゲート電極
２１が設けられている。また、ゲート電極２１の表面上とＴＦＴ基板１の表面上とには、
ＳｉＮ膜またはＳｉＯ２膜からなるゲート絶縁膜２２ａを含む絶縁膜２２が形成されてい
る。ゲート絶縁膜２２ａを介してゲート電極２１と平面的に見て重なるように下層のａ－
Ｓｉ層と、上層のｎ型の導電性を有するｎ＋Ｓｉ層との２層構造（図示せず）からなる半
導体層２３が形成されている。
【００２９】
　半導体層２３の表面上には、ゲート電極２１および半導体層２３と平面的に見て重なる
ように、ソース電極２４およびドレイン電極２５が形成されている。また、平面的に見て
、ソース電極２４とドレイン電極２５とに挟まれる半導体層２３の領域には、チャネル領
域２３ａが形成されている。そして、ゲート電極２１、半導体層２３、ソース電極２４、
および、ドレイン電極２５により、画素選択用の薄膜トランジスタ３が構成されている。
【００３０】
　ソース電極２４、ドレイン電極２５および絶縁膜２２を覆うように、ＳｉＮ膜からなる
層間絶縁膜２６が形成されている。また、層間絶縁膜２６には、ドレイン電極２５に対応
する領域にコンタクトホール２６ａが形成されている。層間絶縁膜２６の表面上には、ア
クリル系の樹脂などの有機膜からなる平坦化膜２７が形成されている。また、平坦化膜２
７には、コンタクトホール２６ａと貫通するようにコンタクトホール２７ａが形成されて
いる。また、平坦化膜２７の表面上には、コンタクトホール２６ａおよびコンタクトホー
ル２７ａを介してドレイン電極２５と接続するように、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　
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Ｏｘｉｄｅ：酸化インジウムスズ）などの透明電極からなる画素電極４が形成されている
。なお、画素電極４は、画素７毎に形成されている。
【００３１】
　また、平坦化膜２７および画素電極４の表面上には、低温で形成されたＳｉＮ膜からな
るパッシベーション膜２８が形成されている。パッシベーション膜２８の表面上には、複
数の画素７に跨るように、ＩＴＯなどの透明電極からなる共通電極５が形成されている。
なお、パッシベーション膜２８は、本発明の「絶縁膜」の一例である。また、共通電極５
には、複数の開口部５ａが設けられており、開口部５ａを介して画素電極４と共通電極５
との間で電界が発生するように構成されている。上記のように、第１実施形態では、画素
電極４と共通電極５とがＴＦＴ基板１側に形成され、画素電極４と共通電極５との間の横
方向の電界によって液晶が駆動されるＦＦＳ（Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓｗｉｔｃｈ
ｉｎｇ）方式により、液晶表示装置１００が駆動されている。
【００３２】
　また、共通電極５の表面上には、ポリイミドなどの有機膜からなる配向膜２９が形成さ
れている。この配向膜２９は、共通電極５の表面上を覆うように形成されるとともに、共
通電極５の開口部５ａを介して、パッシベーション膜２８と接触するように形成されてい
る。
【００３３】
　また、対向基板２のＴＦＴ基板１側の表面上には、樹脂などから形成されるブラックマ
トリクス４１が形成されている。ブラックマトリクス４１は、平面的に見て、画素７の境
界上に形成されるとともに、マトリクス状に形成されている。また、対向基板２およびブ
ラックマトリクス４１のＴＦＴ基板１側（Ｚ２方向側）の表面上には、カラーフィルター
６が形成されている。また、ブラックマトリクス４１およびカラーフィルター６の表面上
には、保護膜としてのオーバーコート４２が形成されている。オーバーコート４２の表面
上には、ポリイミドなどの有機膜からなる配向膜４３が形成されている。配向膜２９と配
向膜４３との間には、液晶層９が封入されている。
【００３４】
　また、対向基板２のＴＦＴ基板１と反対側（Ｚ１方向側）の表面上には、パララックス
バリア１０が形成されている。また、パララックスバリア１０の対向基板２と反対側（Ｚ
１方向側）の表面上には、偏光板１３が形成されている。そして、ＴＦＴ基板１と対向す
るようにバックライト４４が設けられており、ＴＦＴ基板１側から対向基板２側（Ｚ１方
向側）に向かってバックライト４４から光が出射されるように構成されている。
【００３５】
　また、図５に示すように、対向基板２のＸ２方向側の端部に対応するＴＦＴ基板１の表
面上には、一方端が共通電極５に接続されるとともに、他方端が共通電位（ＣＯＭ）に接
続される配線１１が設けられている。ここで、パララックスバリア１０と、配線１１との
間には、パララックスバリア１０と、配線１１とを電気的に接続するように、カーボンな
どの導電性添加物を含むペースト状の導通部１４が設けられている。導通部１４は、ＴＦ
Ｔ基板１の対向基板２からはみ出している部分と、パララックスバリア１０のＸ２方向側
の側端面との間に設けられている。
【００３６】
　次に、図６を参照して、本発明の第１実施形態によるパララックスバリア１０を用いた
３次元（立体）表示について説明する。
【００３７】
　図６に示すように、画素７の表面上には、左眼用画像Ｌと、右眼用画像Ｒとが１列毎に
交互に表示されている。対向基板２と、観察者との間には、パララックスバリア１０が設
けられており、観察者の左眼には、パララックスバリア１０の開口部１０ａを介して左眼
用画像Ｌが観察されるとともに、観察者の右眼には、パララックスバリア１０の開口部１
０ａを介して右眼用画像Ｒが観察されるように、カラーフィルター６（画素７）とパララ
ックスバリア１０との間の距離Ｌ１が調整されている。なお、観察者の左眼（右眼）には
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、右眼用画像Ｒ（左眼用画像Ｌ）が見えないようにカラーフィルター６（画素７）とパラ
ラックスバリア１０との間の距離Ｌ１が調整されている。これにより、観察者には、３次
元画像（立体画像）が観察される。ここで、カラーフィルター６とパララックスバリア１
０との間の距離Ｌ１は、対向基板２の厚みに略等しい。
【００３８】
　次に、図７を参照して、本発明の第１実施形態によるパララックスバリア１０を用いた
２画面表示について説明する。
【００３９】
　図７に示すように、画素７の表面上には、画像Ａと、画像Ｂとが１列毎に交互に表示さ
れている。画素７と、観察者Ａおよび観察者Ｂとの間には、パララックスバリア１０が設
けられており、観察者Ａには、パララックスバリア１０の開口部１０ａを介して画像Ａが
観察されるとともに、観察者Ａと異なる位置にいる観察者Ｂには、パララックスバリア１
０の開口部１０ａを介して画像Ｂが観察されるように、カラーフィルター６（画素７）と
パララックスバリア１０との間の距離Ｌ２が調整されている。なお、観察者Ａ（Ｂ）には
、画像Ｂ（Ａ）が見えないようにカラーフィルター６（画素７）とパララックスバリア１
０との間の距離が調整されている。これにより、観察者Ａは、画像Ａを観察するとともに
、観察者Ｂは、画像Ｂを観察することができるので、観察者Ａおよび観察者Ｂがそれぞれ
異なる画像を観察することが可能となる。なお、液晶表示装置１００を、カーナビゲーシ
ョン装置に用いることにより、運転手側からはナビゲーションの画像が観察され、助手席
側からはテレビやＤＶＤの画像が観察されるように構成することが可能となる。この場合
にも、カラーフィルター６（画素７）とパララックスバリア１０との間の距離Ｌ２は、対
向基板２の厚みに略等しい。したがって、対向基板２の厚みをＬ１またはＬ２となるよう
に調節することにより、３次元（立体）表示または２画面表示を行うことが可能である。
【００４０】
　第１実施形態では、上記のように、パララックスバリア１０が導電性を有するとともに
、静電シールドとして機能するように構成することによって、たとえば透明電極からなる
静電シールドをパララックスバリア１０とは別個に設ける場合と異なり、光（バックライ
ト４４の光）の透過率が小さくなるのを抑制することができる。これにより、光の透過率
が低下するのを抑制しながら、静電気の影響を抑制することができる。また、パララック
スバリア１０が静電シールドとして機能することによって、静電シールドを別個に設ける
場合に比べて、液晶表示装置１００の構成を簡略化することができる。また、この静電シ
ールドとして機能するパララックスバリア１０を対向基板２の表面上に設けることによっ
て、ＴＦＴ基板１または対向基板２とは別個に、ガラス基板上に複数の遮光バリアを設け
たパララックスバリアを別途作成して接着材などにより貼り合わせる場合と比べて、ガラ
ス基板を設けなくてよい分、液晶表示装置１００の構成を簡略化することができる。
【００４１】
　また、第１実施形態では、上記のように、導電性を有するパララックスバリア１０を、
複数のパララックスバリア部１０ｂを含み、複数のパララックスバリア部１０ｂを、互い
に電気的に接続するとともに、共通電位（ＣＯＭ）に電気的に接続するように構成するこ
とによって、複数のパララックスバリア部１０ｂが互いに電気的に接続されるので、個々
のパララックスバリア部１０ｂに蓄積された電荷を共通電位側に放電することができる。
これにより、パララックスバリア部１０ｂに蓄積された電荷によって液晶表示装置１００
に表示される画像が乱れるのを抑制することができる。
【００４２】
　また、第１実施形態では、上記のように、電気的に接続される複数のパララックスバリ
ア部１０ｂを短冊状の開口部１０ａの間の部分により形成することによって、電気的に接
続される複数のパララックスバリア部１０ｂによって静電気が蓄積されるのを抑制しなが
ら、開口部１０ａから観察される画素７に右眼用画像または左眼用画像を表示させること
により、３次元（立体）表示を行うことができる。また、電気的に接続される複数のパラ
ラックスバリア部１０ｂによって静電気が蓄積されるのを抑制しながら、開口部１０ａか
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ら観察される画素７に観察者Ａ用の画像または観察者Ｂ用の画像を表示させることにより
、観察者Ａと観察者Ｂとに異なる画像を観察させることができる。
【００４３】
　また、第１実施形態では、上記のように、導電性を有するパララックスバリア１０と配
線１１とを電気的に接続するための導通部１４を備えることによって、導通部１４により
確実にパララックスバリア１０を配線１１（共通電極５（ＣＯＭ））に電気的に接続する
ことができる。
【００４４】
　また、第１実施形態では、上記のように、パララックスバリア１０を、対向基板２のＸ
２方向側の側端面２ａ近傍に設け、導通部１４を、対向基板２のＸ２方向側の側面側でパ
ララックスバリア１０と電気的に接続するように構成することによって、導通部１４を用
いて、容易にパララックスバリア１０を対向基板２の側面側から共通電極５（ＣＯＭ）に
電気的に接続することができる。
【００４５】
　また、第１実施形態では、上記のように、パララックスバリア１０を共通電位に接続す
ることによって、パララックスバリア１０に蓄積された電荷を容易に放電することができ
る。
【００４６】
　また、第１実施形態では、上記のように、静電シールドとして機能するパララックスバ
リア１０を、対向基板２のＴＦＴ基板１とは反対側の表面上に設けることによって、ＦＦ
Ｓ方式の液晶表示装置１００では、電極が設けられない対向基板２側に静電気などの電荷
が蓄積されやすくなる一方、静電シールドとして機能するパララックスバリア１０を対向
基板２の表面上に設けることにより、透過率が低下するのを抑制しながら対向基板２に電
荷が蓄積されるのを抑制することができる。
【００４７】
　また、第１実施形態では、上記のように、導通部１４により、パララックスバリア１０
をＴＦＴ基板１側に電気的に接続するように構成することによって、導通部１４を用いて
パララックスバリア１０を対向基板２側からＴＦＴ基板１側の共通電極５（ＣＯＭ）に電
気的に接続するだけで、容易にパララックスバリア１０に蓄積された電荷を放電すること
ができる。
【００４８】
（第２実施形態）
　次に、図８を参照して、本発明の第２実施形態について説明する。この第２実施形態で
は、上記第１実施形態と異なり、反射抑制部４５が設けられている液晶表示装置１０１に
ついて説明する。
【００４９】
　第２実施形態による液晶表示装置１０１では、図８に示すように、パララックスバリア
１０の対向基板２と反対側（Ｚ１方向側）の表面上には、酸化クロムからなる反射抑制部
４５が形成されている。なお、反射抑制部４５は、スパッタ装置を用いて、スパッタされ
たクロムを酸素雰囲気中においてパララックスバリア１０の表面上に堆積させることによ
り形成する。反射抑制部４５とパララックスバリア１０とは、平面的に見て、略同一の形
状に形成されている。反射抑制部４５は、偏光板１３側から入射する光が、パララックス
バリア１０によって反射されるのを抑制する機能を有する。
【００５０】
　なお、第２実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【００５１】
　第２実施形態では、上記のように、パララックスバリア１０の表面上に、パララックス
バリア１０に入射した光が反射するのを抑制するための反射抑制部４５を設けることによ
って、パララックスバリア１０に反射した光により、液晶表示装置１０１に表示される画
像が見えにくくなるのを抑制することができる。
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【００５２】
　なお、第２実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【００５３】
（第３実施形態）
　次に、図９および図１０を参照して、本発明の第３実施形態について説明する。この第
３実施形態では、上記第１および第２実施形態と異なり、パララックスバリア１０が対向
基板２のＴＦＴ基板１ａ側の表面上に設けられる液晶表示装置１０２について説明する。
【００５４】
　本発明の第３実施形態による液晶表示装置１０２では、図９に示すように、対向基板２
のＴＦＴ基板１ａ側（Ｚ２方向側）の表面上に、クロム（Ｃｒ）、アルミニウム（Ａｌ）
、銀（Ａｇ）またはニッケル（Ｎｉ）などの金属膜からなるパララックスバリア１０が形
成されている。パララックスバリア１０の表面上には、透光性を有するアクリル系の樹脂
などからなる透光膜４６が形成されている。そして、透光膜４６の表面上に、カラーフィ
ルター６が設けられている。なお、液晶表示装置１０２には、複数の画素７ａが設けられ
ており、画素７ａごとにカラーフィルター６が設けられている。ＴＦＴ基板１ａと対向基
板２とは、シール材８により張り合わされており、ＴＦＴ基板１ａと対向基板２との間に
は、液晶層９が封入されている。第３実施形態では、このシール材８は、一部に導電性を
有する導通部８ａを含んでいる。また、ＴＦＴ基板１ａは、平面的に見て、対向基板２と
略同一の大きさに形成されている。
【００５５】
　また、パララックスバリア１０は、遮光性を有し、視差バリアとして機能するとともに
、静電シールドとして機能するように構成されている。そして、パララックスバリア１０
は、Ｘ２方向側の端部近傍でシール材８の一部として形成された導通部８ａと接している
。パララックスバリア１０は、この導通部８ａを介して共通電極５（ＣＯＭ）に電気的に
接続されている。
【００５６】
　第３実施形態では、シール材８は、Ｘ２方向側の一部において、金（Ａｕ）などの導電
材８ｂが混入された領域（導通部８ａ）を含んでいる。この導通部８ａは、ＴＦＴ基板１
ａ側で共通電極５（ＣＯＭ）と接するとともに、対向基板２側でパララックスバリア１０
と接するように設けられている。なお、パララックスバリア１０の表面上に形成された透
光膜４６は、この導通部８ａが形成された領域を除くように形成されている。また、シー
ル材８のＸ２方向側の端部近傍に部分的に形成された導通部８ａは、導電材８ｂが混入さ
れることによって導電性を有する。これにより、パララックスバリア１０と共通電極５（
ＣＯＭ）とが、導通部８ａを介して電気的に接続されるように構成されている。
【００５７】
　また、第３実施形態では、透光膜４６は、パララックスバリア１０の表面上に、導通部
８ａの形成される領域を除く略全面にわたって形成されている。透光膜４６は、パララッ
クスバリア１０とカラーフィルター６との間において、所定の厚みｔを有するように形成
されることによって、パララックスバリア１０とカラーフィルター６との間の距離を調節
する機能を有する。具体的には、透光膜４６の厚みｔは、パララックスバリア１０によっ
て３次元（立体）表示を行う場合と、２画面表示を行う場合とによって、カラーフィルタ
ー６とパララックスバリア１０との間の距離が、Ｌ１（図６参照）またはＬ２（図７参照
）となるように調整されている。これにより、液晶表示装置１０２は、３次元（立体）表
示または２画面表示を行うことが可能である。
【００５８】
　画素７ａの断面構造としては、図１０に示すように、ＴＦＴ基板１ａ側の構造は、第１
実施形態（図４参照）と同様であるので説明を省略する。
【００５９】
　対向基板２側では、対向基板２のＴＦＴ基板１ａ側（Ｚ２方向側）の表面上に、パララ
ックスバリア１０が形成されている。パララックスバリア１０の表面上には、透光膜４６
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が形成されている。透光膜４６のＴＦＴ基板１ａ側の表面上には、ブラックマトリクス４
１が形成されている。また、透光膜４６およびブラックマトリクス４１のＴＦＴ基板１ａ
側の表面上には、カラーフィルター６が形成されている。また、ブラックマトリクス４１
およびカラーフィルター６の表面上には、保護膜としてのオーバーコート４２が形成され
ている。オーバーコート４２の表面上には、配向膜４３が形成されている。一方、対向基
板２のＴＦＴ基板１ａと反対側（Ｚ１方向側）の表面上には、偏光板１３が設けられてい
る。
【００６０】
　なお、第３実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【００６１】
　第３実施形態では、上記のように、パララックスバリア１０を、対向基板２のＴＦＴ基
板１ａ側の表面上に形成し、パララックスバリア１０のＴＦＴ基板１ａ側の表面上に透光
膜４６を形成し、透光膜４６のＴＦＴ基板１ａ側の表面上にカラーフィルター６を形成す
ることによって、３次元（立体）表示または２画面表示を行う際に必要なパララックスバ
リア１０とカラーフィルター６との間隔（Ｌ１またはＬ２）を、パララックスバリア１０
とカラーフィルター６との間の透光膜４６により、容易に得ることができる。
【００６２】
　また、第３実施形態では、上記のように、透光膜４６の厚みｔを、パララックスバリア
１０により２画面表示を行なう場合、または、３次元（立体）表示を行なう場合に必要な
パララックスバリア１０とカラーフィルター６との間隔（Ｌ１またはＬ２）に対応させる
ことによって、パララックスバリア１０により２画面表示を行なうか、または、３次元（
立体）表示を行なうかに応じて透光膜４６の厚みｔを調節することにより、容易に、パラ
ラックスバリア１０とカラーフィルター６との距離を表示目的に応じた距離（Ｌ１または
Ｌ２）に設定することができる。
【００６３】
　なお、第３実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【００６４】
（第４実施形態）
　次に、図１１および図１２を参照して、本発明の第４実施形態について説明する。この
第４実施形態では、上記第１～第３実施形態と異なり、パララックスバリア１０がＴＦＴ
基板１ａ側に設けられているとともに、縦方向の電界によって液晶が駆動される液晶表示
装置１０３について説明する。
【００６５】
　本発明の第４実施形態による液晶表示装置１０３では、図１１に示すように、ガラスか
らなるＴＦＴ基板１ａとガラスからなる対向基板２とが対向するように配置されている。
ＴＦＴ基板１ａ側には、画素選択用の薄膜トランジスタ３と、画素電極４とが設けられて
いる。また、対向基板２側には、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）および青（Ｂ）のカラーフィルター
６と共通電極５ｂとが設けられている。なお、液晶表示装置１０３には、複数の画素７ｂ
が設けられており、画素７ｂごとにカラーフィルター６が設けられている。ＴＦＴ基板１
ａと対向基板２とは、シール材８により張り合わされており、ＴＦＴ基板１ａと対向基板
２との間には、液晶層９が封入されている。このシール材８は、Ｘ２方向側の一部におい
て、金（Ａｕ）などの導電材８ｂが混入された領域（導通部８ａ）を含んでいる。また、
ＴＦＴ基板１ａは、平面的に見て、対向基板２と略同一の大きさに形成されている。
【００６６】
　また、ＴＦＴ基板１ａの液晶層９と反対側（図１１のＺ２方向側）の表面上には、クロ
ム（Ｃｒ）、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）またはニッケル（Ｎｉ）などの金属膜か
らなるパララックスバリア１０が設けられている。パララックスバリア１０は、遮光性を
有し、視差バリアとして機能するとともに、静電シールドとして機能するように構成され
ている。パララックスバリア１０は、液晶表示装置１０３の側面に設けられる導通部１４
ａと、ＴＦＴ基板１ａの表面上の配線１１と、導電材８ｂを含む導通部８ａとを介して共
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通電極５ｂ（ＣＯＭ）に電気的に接続されている。
【００６７】
　画素７ｂの断面構造としては、図１２に示すように、ＴＦＴ基板１ａ側では、平坦化膜
２７の表面上には、コンタクトホール２６ａおよびコンタクトホール２７ａを介してドレ
イン電極２５と接続するように、ＩＴＯなどの透明電極からなる画素電極４が形成されて
いる。なお、画素電極４は、画素７ｂ毎に形成されている。また、画素電極４の表面上に
は、ポリイミドなどの有機膜からなる配向膜２９が形成されている。一方、ＴＦＴ基板１
ａの対向基板２と反対側の表面上には、パララックスバリア１０が形成されている。そし
て、パララックスバリア１０の表面上に偏光板１２が設けられている。
【００６８】
　また、対向基板２側では、オーバーコート４２の表面上には、ＩＴＯなどの透明電極か
らなる共通電極５ｂが形成されているとともに、共通電極５ｂの表面上には、配向膜４３
が形成されている。そして、配向膜２９と配向膜４３との間には、液晶層９が封入されて
いる。上記のように第４実施形態では、液晶層９を挟んで画素電極４と共通電極５ｂとが
対向するように配置されており、画素電極４と共通電極５ｂとの間に発生する縦方向の電
界により液晶が駆動されるＴＮ（Ｔｗｉｓｔｅｄ　Ｎｅｍａｔｉｃ）方式により、液晶表
示装置１０３が駆動される。
【００６９】
　なお、第４実施形態のその他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【００７０】
　第４実施形態では、上記のように、静電シールドとして機能するパララックスバリア１
０を、ＴＦＴ基板１ａの対向基板２とは反対側の表面上に設けることによって、静電シー
ルドとして機能するパララックスバリア１０により、容易に、透過率が低下するのを抑制
しながらＴＦＴ基板１ａ側から印加される静電気から液晶表示装置１０３を保護すること
ができる。
【００７１】
　なお、第４実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【００７２】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００７３】
　たとえば、上記第１～第３実施形態では、横電界方式としてＦＦＳ方式を用いる例を示
したが、本発明はこれに限らず、横電界方式としてＩＰＳ（Ｉｎ　Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔ
ｃｈｉｎｇ）方式などのＦＦＳ方式以外の横電界方式を用いてもよい。
【００７４】
　また、上記第２実施形態では、ガラス基板とパララックスバリアとの間に反射抑制部を
設ける例を示したが、本発明はこれに限らず、ガラス基板とパララックスバリアとの間に
加えて、パララックスバリアのガラス基板とは反対側にも反射抑制部を設けてもよい。こ
れにより、ＴＦＴ基板側からパララックスバリアに入射される光が反射されるのを抑制す
ることができる。
【００７５】
　また、上記第２実施形態では、酸化クロムからなる反射抑制部を設ける例を示したが、
本発明はこれに限らず、パララックスバリアの表面に凹凸を設けることにより、反射抑制
部を形成してもよい。これにより、パララックスバリアの表面の凹凸により、光を散乱す
ることができる。
【００７６】
　また、上記第４実施形態では、縦電界方式としてＴＮ方式を用いる例を示したが、本発
明はこれに限らず、縦電界方式としてＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方
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式などのＴＮ方式以外の縦電界方式を用いてもよい。
【００７７】
　また、上記第１～第４実施形態では、液晶表示装置に２画面表示が行われる例について
説明したが、本発明はこれに限らず、３画面以上の表示を行うようにしてもよい。この場
合には、パララックスバリアとカラーフィルターとの間に設けられる対向基板、透光膜ま
たはＴＦＴ基板の厚みを、３画面以上の表示に適した厚みとなるように調節すればよい。
【００７８】
　また、上記第１～第４実施形態では、短冊状の開口部を有するパララックスバリアが用
いられる例について説明したが、本発明はこれに限らず、図１３に示すように、市松状に
開口部１０ｃが設けられていてもよい。なお、パララックスバリアの市松状の開口部１０
ｃ以外の部分（パララックスバリア部）は、電気的に接続されている。そして、一般に人
間の目は青色に対する感度が悪いため、上記第１～第４実施形態の短冊状に開口部が設け
られる場合では、カラーフィルターの青の部分が黒い縦縞に感じられる一方、市松状に開
口部１０ｃを設けることにより、青のカラーフィルターが縦一列に配置されることはない
ので、黒い縦縞を感じにくくすることができる。また、図１４に示すように、パララック
スバリア１０に円形状の開口部１０ｄを島状に形成してもよいし、図１５に示すように、
開口部１０ｅを斜め方向に並ぶように配置してもよい。なお、パララックスバリアの円形
状の開口部１０ｄおよび斜め方向に並ぶ開口部１０ｅ以外の部分（パララックスバリア部
）は、電気的に接続されている。そして、図１４および図１５に示す開口部１０ｄおよび
開口部１０ｅによっても、黒い縦縞を感じにくくすることができる。
【００７９】
　また、上記第１～第４実施形態では、パララックスバリアを共通電位に接続する例を示
したが、本発明はこれに限らず、パララックスバリアを接地電位に接続してもよい。これ
により、パララックスバリアに蓄積された電荷を接地電位に放電することができる。
【００８０】
　また、上記第１および第２実施形態では、カーボンなどの導電性添加物を含むペースト
状の導通部によりパララックスバリアと共通電位に接続される配線とを接続する例を示し
たが、本発明はこれに限らず、金（Ａｕ）などからなる粒子状の導電材を含むシール材（
導通部）を設けるとともに、パララックスバリアと導電材を含むシール材（導通部）とを
ペースト状の導通部を用いて接続することにより、パララックスバリアと共通電位に接続
される配線とを電気的に接続するようにしてもよい。
【００８１】
　また、上記第１～第４実施形態では、静電シールドとして機能するパララックスバリア
をクロム（Ｃｒ）、アルミニウム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）またはニッケル（Ｎｉ）などの金
属膜により形成する例を示したが、本発明はこれに限らず、クロム（Ｃｒ）、アルミニウ
ム（Ａｌ）、銀（Ａｇ）またはニッケル（Ｎｉ）以外の金属または金属化合物などにより
パララックスバリアを形成してもよい。
【００８２】
　また、上記第１および第２実施形態では、パララックスバリアを対向基板のＸ２方向側
の側端面近傍から外部に露出するように設けるとともに、Ｘ２方向側の側端面で導通部と
接続されるように構成した例を示したが、本発明はこれに限らず、パララックスバリアを
対向基板のＸ１方向側の側端面近傍から外部に露出するように設けてもよい。また、パラ
ラックスバリアを対向基板の側端面に沿うように設けることなく、側端面近傍の一部（導
通部が設けられる位置）にのみ設けてもよい。
【符号の説明】
【００８３】
　１、１ａ　ＴＦＴ基板（第１基板）　　　２　対向基板（第２基板）　　　３　薄膜ト
ランジスタ　　　４　画素電極　　　５、５ｂ　共通電極　　　８ａ　導通部　　　９　
液晶層　　　１０　パララックスバリア（視差バリア）　　　１０ａ、１０ｃ、１０ｄ、
１０ｅ　開口部　　　１０ｂ　パララックスバリア部（視差バリア部）　　　１４、１４
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ａ　導通部　　　２８　パッシベーション膜（絶縁膜）　　　４５　反射抑制部
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